






 要約:通常、在胎週による新生児の分類は、在胎 37 週未満で出生した児の場合を早産児

として定義している。これらの早産児は、出生体重が極めて低く、その栄養管理について

も健常児に対応した「第五次改定日本人の栄養所要量」のような基準となる指標が公的に

示されていない。また、一方低出生体重児は、その出生原因のひとつに胎内発育の不全が

指摘されているか、これらを含めどのような基準にづき栄養・食生活の指導を具体的に展

開したらよいかを検討した。


